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滝 川 市 農 業 委 員 会 総 会 議事録

１．開催日時 令和３年 ８月２７日（金） １３時５５分から１５時００分

２．開催場所 滝川市庁舎３階３０１・３０２会議室

３．出席委員（１６人・議席番号順）

会長 木 幡 孝 雄

会長職務代理者 内 野 淳 志

委員 １４人

４．欠席委員 ０人

５．議事日程

１ 会長あいさつ

２ 議事録署名委員の指名

３ 会期の決定について

４ 報告１ 一般事務報告について

５ 報告２ 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告に

ついて

６ 議案１ 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約について

７ 議案２ 農地法第１８条第６項の規定による届出について

８ 議案３ 農地法第３条の規定による許可申請について

９ 議案４ 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

10 議案５ 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついて

11 議案６ 現況証明願について

12 協議１ 農地等の利用の最適化の推進に係る指針について

６．農業委員会事務局職員
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

議 長

説 明 員

（会長、挨拶の後）

それでは只今から第１４回農業委員会総会を開催します。

本日出席委員は１６名で、定足数に達しておりますので、総会は成立

しています。

議事日程２番、議事録署名委員の指名は、議長において指名してよろ

しいですか。

（異議なしの声あり）

本日の議事録署名委員に１１番川本委員、１２番本元委員を指名いた

します。

議事日程３番、会期の決定について、会期を本日限りとすることでよ

ろしいですか。

（異議なしの声あり）

会期は本日１日限りといたします。

議事日程４番、報告第１号、一般事務報告について、事務局に説明を

求めます。

報告第１号、一般事務報告について説明します。

（報告第１号について資料により報告）

利用状況調査の実施状況について、農地特別委員長から報告がありま

す。

本年の遊休農地利用状況調査は、７月２０日から２１日の２日間、農

地特別委員と事務局職員で実施いたしました。この調査につきまして

は、今期の収穫後、あっせん等により所有権、耕作者が移動される可能

性のある農地等の確認を行うとともに、新たに遊休農地化の可能性があ

る農地がないかをポイントに実施いたしました。

今年度の調査でも、長年にわたり耕作されず耕作者不在として、遊休

農地になりかねない農地が確認され、今後増加していくことが懸念され

るところです。また、総会で懸念された農地や農業委員会事務局に相談

があった農地、転用された用地の適正利用、一時転用から戻った農地等

も調査を行いました。
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議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

近年の農地の傾向として、集約した農地を耕作する農業者が高齢化、

疾病や体力の衰え等により、耕作地を手放すという状況が続いており、

耕作不便地や水はけの悪い土地、傾斜地等耕作しずらい農地が耕作者が

なく取り残されていくことで遊休農地化していくことも懸念されており

ます。そのほか、以前から遊休農地として確認されている箇所や現状問

題はないが今後遊休地になりそうな農地等、本日の総会終了後に委員全

員で視察を行いますので、委員各位のご意見をいただきながら、利用意

向調査の対象農地を選定するとともに、所有者への指導を通して、遊休

農地の解消に努めていきたいと考えております。

以上、報告いたします。

説明が終わりました。質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。

報告第１号については、報告済の承認とします。

議事日程５番、報告第２号、農地法第６条第１項の規定による農地所

有適格法人の定期報告について、事務局に説明を求めます。

報告第２号、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定

期報告について説明します。

滝川の農地の耕作をしている農地所有適格法人については、市外の法

人も含め２２団体ありますが、農地法第６条の規定により事業の状況や

その他農林水産省で定める事項を農業委員会に報告し、事務局決裁を行

ってきたところですが、北海道農業会議よりその際に法人の要件確認は

農業委員会総会で確認する旨説明があったことから総会報告議案として

取扱いしています。

滝川市内の農地で耕作を行っている、令和３年以降開設した新規法人

を除く２１法人に通知を出し、報告がありましたのでその報告内容につ

いて説明いたします。なお、年度内に未提出の法人については法律改正

があり、農地法第６８条の規定に基づき過料の手続に移行することにな

ります。
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議 長

各 委 員

議 長

議 長

各 委 員

議 長

議 長

説 明 員

別紙をご覧ください。要件確認のポイントとして①耕作面積、農地の

権利を持ち営農しているかの確認、②形態要件、定款の確認、株式譲渡

に対して会社の承認が必要であることの確認、③事業要件、農業以外の

事業を行っているか、農業以外の売り上げが 50％を超えると要件を満た

さなくなります。④構成員要件、出資者の確認、構成員要件を満たし且

つ出資している者が議決権の 50％以上であること。⑤業務執行役員要

件、役員の過半に該当する者が出資者であり、且つ 150日以上農業に従

事していること。以上５件について確認したところ、調査した段階で要

件非該当になる法人が２件、 については、出資者である さんが取締

役を降りたことから出資者が役員の過半に該当するに合致しなくなった

ためで既に連絡指導済です。 については、出資者（株主）が親会社の

のみで該当していないのですが、元々農地法第３条第３項に該当する法

人で、貸借のみなので問題はありません。以上報告いたします。

説明が終わりました。１３番を除く２０件について、質疑、意見を求

めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。報告第２号、１３番を除く２０件につ

いては、報告済の承認とします。１３番の農地所有適格法人の定期報告

については、農業委員会法第３１条に基づき、 委員の退室をお願いい

たします。

（ 委員１４：１１退室）

１３番の報告について、質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。１３番の法人については、報告済の承

認とします。 委員の入室をお願いいたします。

（ 委員１４：１２入室）

議事日程６番、議案第１号、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権

の中途解約について事務局に説明を求めます。

議案第１号、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約につ
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

いて説明します。今月は８件です。

１番から４番まで、江部乙町 番、江部乙町 番、江部乙町 番、江

部乙町 番、 さん、 さん、 さん、 さん他１名、と さんの解約

です。すべて「田」で面積は、13,083㎡、38,367㎡、1,406㎡、12,649

㎡、解約理由は借主の申出によるものです。 さんが さんに代わって

認定農業者になって当初農業に従事していたのですが、農業をやめ市外

転出したため再び さんが認定農業者になり さん名義で新規で貸借し

ます。

５番、北滝の川 番、「田」12,737㎡、「畑」753㎡、 さんと さ

ん、JAたきかわ転貸で借主の申出による解約です。議案第５号で説明

しますが、６番の さんと さんの解約により さんの耕作している農

地を さんが耕作するため転貸を解約し１本にまとめるものです。

６番から８番まで、北滝の川 番、「田」8,699㎡、「畑」5,609㎡、

JAたきかわ転貸、北滝の川 番、「田」13,008㎡、北滝の川 番、JA

たきかわ転貸、 さん、 さん、 さんと さんの借主の申出による解

約です。 さんの病状悪化により、今年度は息子さんの協力で何とか小

麦の収穫を終えましたが、病状回復見込みがないこと、来年度は息子さ

んの協力を得られないことから解約します。６番の さんについては、

さんが耕作することで利用集積計画が上がりますが、 さんと さんに

ついてはこれからになりますので、北滝の川地区の農業委員さんはよろ

しくお願い致します。

本案件は、賃貸借の解約が成立していると認められることからよろし

くご審議のほどお願いいたします。以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑意見を終了いたします。議案第１号について、許可申請は許可相

当とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第１号については、原案のとおり決定といたします。
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説 明 員

議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

議事日程７番、議案第２号、農地法第１８条第６項の規定による届出に

ついて事務局に説明を求めます。

議案第２号、農地法第１８条第６項の規定による届出について説明し

ます。 今月は２件です。

１番、江部乙町 番、「田」90,946㎡、「畑」29,459.97㎡、 さん

と さんとの３条使用貸借の解約で解約理由は議案１と同様です。

２番、江部乙町 番、「畑」11,009㎡、 さんと さんとの使用貸借

の解約です。農地の境界を巡って さんが隣地の住人とトラブルになっ

たことから小麦の収穫が終わったので解約するものです。なお、この地

域の耕作から手を引くため近隣の さん、 さんの農地と併せて約

33,000㎡ありますので江部乙地区の農業委員さんはよろしくお願いいた

します。

本案件は、農地法第１８条の規定に基づき合意解約がなされているの

で、賃貸借の解約が成立していると認められることからよろしくご審議

のほどお願いいたします。以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。議案第２号について、許可申請は許可

相当とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第２号については、原案のとおり決定といたします。

議事日程８番、議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて審議を求めます。事務局に説明を求めます。

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について説明しま

す。

１番、江部乙町 番、地目「田」、227㎡、 さんから さんへの贈

与による所有権移転です。昨年現況証明を行い、地目変更を行った農地

です。隣接地耕作者の さんに無償で贈与するものです。面積が少ない

こと、所有者の さんが市外転出し、自分で移転手続をできないことか
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

議 長

説 明 員

ら、無償で贈与し、受人の さんが移転登記の手続を行います。以上で

説明を終わります。

説明が終わりました。議案第３号について、農業委員会法第３１条に

基づき 委員の退室をお願いします。

（ 委員１４：２５退室）

議案第３号について、質疑意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。議案第３号について、原案のとおり可

とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第３号について、原案のとおり決定とします。 委員の入室をお

願いします。

（ 委員１４：２６入室）

議事日程９番、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申

請について審議を求めます。事務局に説明を求めます。

議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明

いたします。今月は４件ですが１番２番は同じ案件です。

１番及び２番、砂利採取による一時転用です。西滝川 番、現況地目

「田」、貸付人、 さん、 さん、借受人 。転用面積 29,177㎡、工期

は令和 3年 10月 1日から令和 4年 9月 30日まで。掘削面積は、14,571

㎡、砂利採取量が 82,242㎥を計画しています。

３番、東滝川町 番、現況地目「畑」、譲渡人 さん、譲受人 さ

ん。転用面積 330㎡、転用目的は小規模太陽光発電の設置です。

４番、朝日町 番、現況地目「畑」、譲渡人 さん、譲受人 さん、

転用面積 396㎡、転用目的は一般個人住宅の建築です。１番、２番の農

地については、3,000㎡以上で農用地区域内の一時転用であることから

北海道農業会議の常設審議委員会の審議案件となります。以下施設の工

期、概要は記載のとおりです。周辺の農地等への影響はなく、転用目的

も適正であり、必要な資金力もあり、農地転用して申請に係る用途に供
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

することが認められますので審議をお願いいたします。以上で説明を終

わります。

説明が終わりました。質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。議案第４号について、許可申請は許可

相当とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第４号については、原案のとおり決定といたします。

議事日程１０番、議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画の承認について意見を求めます。事務局に説明を求めま

す。

議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

の承認について説明いたします。今月は新規の貸借権の設定が７件で

す。

１番、江部乙町 番、地目「畑」面積24,840㎡、 さんから さん、

期間は５年間、10a当りの賃借料は、2,013円、総額 50,000円です。所

有者である さんが市外転出するため農地の維持管理困難となったこと

から耕作するものです。

２番から５番までは さんの認定農業者変更による新規の貸借です。

２番、江部乙町 番、地目「田」面積13,083㎡、 さんから さん。

期間は 10年間、10a当りの賃借料は、5,600円です。

３番、江部乙町 番、地目「田」面積38,367㎡、 さんから さん。

期間は 10年間、10a当りの賃借料は、5,000円です。

４番、江部乙町 番、地目「田」面積 1,406㎡、 さんから さん。

期間は 10年間、10a当りの賃借料は、5,000円です。

５番、江部乙町 番、地目「田」面積12,649㎡、 さんから さん。

期間は 10年間、10a当りの賃借料は、5,000円です。

６番、７番、北滝の川 番、地目「田」面積 21,436 ㎡、北滝の川

番、地目「畑」面積 6,362㎡、 さんから さんへの賃貸借で期間は５
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

説 明 員

年間、10a当りの賃借料は、「田」8,000円、「畑」3,000円です。 さ

んの後を受け耕作するものです。以上で説明を終わります。

説明が終わりました。議案第５号について質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了します。議案第５号について、許可申請は許可相当

とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第５号については、原案のとおり決定といたします。

議事日程１１番、議案第６号、現況証明願について審議を求めます。

事務局に説明を求めます。

議案第６号、現況証明願について説明いたします。今月は１件です。

１番、緑町 番、登記地目「田」、面積は 175㎡。所有者は、 さん

です。昭和５０年に住宅が登記され、現在も空き家として存在している

ところです。現況については備考欄のとおり、３名の農業委員とそれぞ

れ現地確認をしたところです。以上審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

説明が終わりました。質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了します。議案第６号について、許可申請は許可相当

とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議案第６号については、原案のとおり決定とします。

議事日程１２番、協議第１号「農地利用の最適化の推進に関する指針

について」協議を求めます。事務局に説明を求めます。

この指針については、「農業委員会等に関する法律」の改正により、

指針の中の「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集

積・集約化」、「新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度

化の促進」が農業委員会の必須義務となり、「農地等の利用の最適化の

推進」に関する事項に関する事務を行うこととなったものです。この農
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議 長

各 委 員

議 長

各 委 員

議 長

議 長

説 明 員

議 長

地等の利用の最適化の推進の公正な実施と、滝川市では設置していませ

んが、各現場での農地利用最適化推進委員の活動の整合性を確保するた

め、農業委員会は指針を定めるよう努めることとなったことから今年度

も策定し説明しているところでございます。

お配りしている議案について、簡単に説明させていただきます。

（資料に基づき説明）

説明が終わりました。質疑、意見を求めます。

（なしの声あり）

質疑、意見を終了いたします。協議第１号について、原案のとおり可

とすることでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

協議第１号については、原案のとおり決定とします。

本日の議案については、以上でございます。その他団体推薦の委員さ

んから連絡事項等ありましたらお願いいたします。

（各推薦委員から事務連絡あり）

その他、事務局からお願いいたします。

（行事予定について資料に基づき報告）

第１５回総会は９月２８日９時００分からということで決定します。

以上をもちまして、第１４回滝川市農業委員会総会を閉会いたしま

す。皆さんご苦労さまでした。（１５：００）


